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今、出来ることを 

 

令和２年度になりました。小学校では、新しい学習指導要領が始ま

りました。「これからの社会が、どんなに変化して予測困難になっても、

自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれ

に思い描く幸せを実現してほしい。そして、明るい未来を共に創って

いきたい。」という願いが込められています。  

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に伴う３月の臨時休校は、

突然の出来事でした。まさに「予測困難な時代」を感じました。多忙

な学年末の通常業務に加え、臨時休校に伴う様々な対応でしたが４月

の学校再開、子どもたちの笑顔が戻ってきた喜びは大きなものでした。

新型コロナウイルス感染症の拡大とその収束のめども立たない中です

が、新事研は、これまでの歩みを止めることなく、早く通常の活動が

できるよう願いながら、今はそれぞれが学び、力を付ける、力を貯め

る時期と考え、出来ることを見付けて進めていきます。 

新事研は、研究主題に「地域とともに学校を創造する学校事務の追

究」を掲げ、研究基本要領 2015 により、よりよい教育の推進のため

活動していきます。気づきから始まる日常業務の改善そのものが「研

究」です。実践で学校が変わり、自分が変わります。教育に資する業

務改善を念頭に取り組むことで学校現場の改善につなげ、新事研活動

の中心であるよりよい教育の実現に近づけると確信しています。大勢

が集まって研修することができないこんな時だからこそ、日々個人が

仕事をしながら改善をしていくことが新事研の活動の基本であり、子

どもたちの豊かな学びを支えているのです。 

 新事研関係団体の皆様から御指導や御支援をいただきながら活動を

進めてきました。今年度は組織を見直し、リーダー育成を見据えた組

織になるよう検討を進めていきます。また、毎年実施している実態調

査結果や、国や県の動向等から「未来の姿」を考え、私たちの活動宣

言である研究基本要領 2015 の見直しを進めます。よりよい学校にし

たい、子どもたちをよくしたい思いは１つです。そこにつながるには

何が必要か考えながら、やりたいことのできる事務職員になれるよう、

今出来ることを進める１年にしていきます。  
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　研究基本要領は、研究主題に沿ってこれからどのような活動をしていくのか、具体的な

方策等を示した「活動宣言」です。新事研では、これまでの取組と成果を検証し、新たな

可能性を求めて取り組むネクストステージ「研究基本要領２０１５」へ歩み出します。

　「地域・学校間連携の促進」「人財育成・キャリア形成」「経営力強化」を３つの戦略として、

時代の変化と要請を真摯に受け止め、未来に向けて、よりよい教育の推進のために私たち

のできることをまとめました。

　新潟県学校事務研究協議会（以下、新事研）は、地域とともに、一緒に考え、語り合い、

創造し、子どもも大人（地域・家庭・教職員等）もいきいきと活躍する楽しい学校づくり

を目指していきます。

研究基本要領2015
研究主題

子どもも大人もいきいきと活躍する
楽しい学校づくりを目指します

新潟県学校事務研究協議会

気づきから始まる日常業務の改善そのものが「研究」です。

日常の中において、このようなPDCAサイクルを心がけることでマネジメント力が高まっていきます。

マネジメント
レシピ

「何のために
するのか」
を忘れない

ビジョンや
目標を
共有する

心や行動の
やりとりで
お互いの

信頼を高める

協働や
振り返りの

プロセス（過程）
を意識する

人・もの・お金
情報・時間など
マネジメントの
要素をつかむ

あなたが考えた「マネジメントを進めるために大切なこと」

－地域とともに学校を創造する学校事務の追究－
課題を見つける

実践で
学校が変わる
自分が変わる

実践

気づき

検証・評価

次の取組へ

計画作成

Check
Do

Plan

Action

新事研や共同実施
で、あるべき姿・
目標・先進者の実
践に出会う

振り返る
評価してもらう
まとめて他の人に
伝える

実行する
調整する

資料を整える
相談する
起案する

現場を観察する
まわりの人から意見
を聞く

私たちは学校力を高めるための研究実践を進めていきます私たちは学校力を高めるための研究実践を進めていきます

マネジメントを展開できる経営能力を身につけるためにマネジメントを展開できる経営能力を身につけるために

3



＋

　現在、全国でコミュニティ・スクールや小中一貫教育の取組などによる「地域とともにある学校づ

くり」が推進されています。

　新潟県では、「新潟県教育振興基本計画」（平成２６年４月）の中で、学校・家庭・地域及び関係機

関との連携を深めながら目標達成に向けた活動を推進することが提言されており、学校教育を単体の

学校だけで捉えるのではなく、複数の学校間、地域と連携・協働しながら、学校や地域を取り巻く課

題を改善し、よりよい教育の推進に向け、継続的に取り組むことが重要です。

　新事研は、これらを踏まえ、研究主題を継続して「地域とともに学校を創造する学校事務の追究」

と設定し、地域とともに創る学校における学校事務を推進し、子どもたち、そして地域の未来を切り

拓く豊かな学びの実現に向けて、取り組んでいきます。

＜地域学校事務室のマネジメントとは＞

　－地域学校事務室が、様々な人との関わりや協働で学校づくりを進めていくための

基点として存在し、学校や地域の力を最大限発揮できるように活動していくこと－

　市町村の教育施策に基づいた視点を持ち、地域学校グランドデザインの策定から関わり、教育

施策の実現に向けた「地域教育課程」の円滑な推進のため、学校事務機能の強化、地域学校経営

に必要な経営資源の効果的な運用、組織の強化を図り、地域全体を見渡した教育条件整備を進め

ていきます。

○「気づきから始まる改善」に取り組む「実践研究」を行う。

○一人の学校事務職員や一つの学校だけでなく、「地域とともに創る」ことを意識し、地域

全体の学校間連携や共同実施、支部の活動を基盤として取り組む。

※人を組織の財（たから）と捉え、「人財」を使っています

●  学校財務
●  地域教育課程

プラス１キーワード

平成27・28年度
　　　防災・危機管理
平成29・30年度
　　　施設・設備管理

私たちは地域とともによりよい教育の実現を目指します　－変わらない研究理念－私たちは地域とともによりよい教育の実現を目指します　－変わらない研究理念－ 「研究基本要領２０１１」から「研究基本要領２０１５」へ「研究基本要領２０１１」から「研究基本要領２０１５」へ

地域学校事務室のマネジメントに向けて
地域・学校間連携の促進

研究主題　【地域とともに学校を創造する学校事務の追究】研究主題　【地域とともに学校を創造する学校事務の追究】

　新事研では、「地域とともに創る学校」を「地域の人とともに、学校や地域の教育課題や目標を共有し、

支援しあい、子どもたちを育てていく場」であると捉えています。

　地域（中学校区）の中の「地域コミュニティの拠点」として、学校と地域との信頼関係の構築を図り、

それぞれの学校の特色ある教育や地域資源を生かしながら、子どもたちの豊かな学びの実現を通し、

地域全体でいきいきとした教育活動を展開していきます。

　どのような子どもたちを育てたいか、家庭や地域の人々などの関係者と一緒に熟議（熟慮と議論）

を重ね、目標を共有し、協働して取り組みます。それらの取組を通して、市町村の教育施策に基づいた「地

域学校グランドデザイン」を学校運営協議会等の組織で策定し、地域全体で子どもたちを育んでいく「地

域学校経営」が展開されていくと考えます。

「地域とともに創る学校」の姿「地域とともに創る学校」の姿

　地域とともに創る学校では、学校職員だけでなく、学校に関わる様々な人たちの想いを共有し、そ

れぞれが持つ専門性を発揮しながら、目標に向かって協働し、組織として力を高める学校づくりを進

めていく「チーム学校」として活動していきます。

　その中で学校事務は、「地域とともに学校を創造する役割を主体的に担う機能」となり、学校職員、

学校と地域、行政などの関係機関をつなぎ、連絡・調整を図りながら協働体制を構築し、特色ある教

育活動の展開に向けて学校経営を推進する原動力となります。

　その上で、共同実施は地域学校経営を推進するための「地域学校事務室」へと役割を拡充します。

地域の学校全体がよりよい学校教育を展開できるように、「地域学校事務室のマネジメント」を推進し、

学校事務や教育行政の課題を解決しながら、地域全体の学校力の向上を追究していきます。

「地域とともに創る学校の学校事務」とは「地域とともに創る学校の学校事務」とは

研究主題
　地域とともに学校を創造する学校事務の追究

私たちはこれまでの理念を継続しつつ

ネクストステージへ

　　　　　　　　取り組んでいきます

地域とともに創る学校

教育目標を共有し 協働して ともに地域の課題の改善をする

様々な人が 専門性を発揮 しながら協働し、組織

として力を発揮する「チーム学校」でのマネジ

メント が重要です

目標が達成できる・協働する

組織が活性化されている

お互いが学び合える場である

実現したいチーム学校の姿

学校事務職員は
学校経営担当職員として、専門性を発揮し、チーム学校のマネジメントを推進する

学校が地域コミュニティの 　（地域のよりどころ）となる

学校と地域の人々との　　　　　　　　 　で魅力あふれる学校へ

地域全体の学校力向上に向けた　　　　　　　　　と取組地域全体の学校力向上に向けた　　　　　　　　　と取組３つの戦略

重点取組事項の設定

経営力強化

人財育成・キャリア形成
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地域とともに主体的に学校づくりを進める学校事務職員を目指します

－「常に学び続ける姿勢」を大切に、経験年数に応じ、様々な力を積み上げます－学校事務職員のキャリア形成イメージ学校事務職員のキャリア形成イメージ

基礎力のある学校事務職員
●使命感をもつ

●基礎基本を身につける

＜期待される力＞

○コミュニケーション能力

○目指す学校事務職員像の探求

○教育への理解力

○信頼される力

調整力のある学校事務職員
●様々な人との関係をつくる

●様々な仕事に挑戦する

＜期待される力＞

○業務の横のつながりを意識し判断

　する力

○一歩踏み出す行動力

企画力のある学校事務職員
●学校教育ビジョンの実現に取り組む

●学校内外の連携・協働を促進する

＜期待される力＞

○戦略的プランニング力

○変化を捉えて対応する力

○責任ある仕事へ挑戦する意欲
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自律性を高める

↓
「経営力強化」「経営力強化」

地域との
連携を強化する

↓
「地域・学校間連携

の促進」
「地域・学校間連携
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学校組織マネジメントを
展開する高度な経営能力を

身につける
↓
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学校間や地域との連携を促進する活動に積極的に参画

します。地域を知り、その地域の特色を生かした学校

づくりを推進します。

○地域教育課程策定、及び評価へ積極的な関わり

○地域教育活動活性化に向けた条件整備

▶組織・体制づくり、規定の整備、資料の保管、広報活

動等

○地域学校経営における事務局としての役割へ

▶共同実施から地域学校事務室への転換（さらなる機能

の拡充）

「チーム学校」の実現に向けて、学校事務職員が経営に

参画し、地域と学校が一体となった新たな組織づくり

に取り組み、組織力の強化、活性化を図ります。

○企画委員会への参画と、標準的職務通知をベースにした校

務分掌組織の見直しに向けた提案

○事務長・事務主任発令及び共同実施組織を生かした学校経

営の推進による、地域の学校全体の組織力強化

○市町村の教育ビジョンに基づいた共同実施経営の推進、市

町村教育委員会や他組織との連携　

▶共同実施経営から地域学校事務室経営への転換

○課題解決、改善に向けた学校評価への積極的な関わり

▶評価項目の設定、評価、分析、情報公開等

３つの戦略の積極的な推進に向け

て、重点的に取り組む実践項目を

設定します。

「学校財務」と「地域教育課程」

への取組とともに２年ごとに「プ

ラス１キーワード」を設定し、全

県で取り組むことで、研修機会の

設定や情報の双方向の関わりが生

まれ、新事研が取組を支援してい

きます。

実践による研究活動で地域学校経

営を支えるマネジメントを展開す

る学校事務組織、学校事務職員に

成長していきます。

学校事務職員が「人財」として成長し、地域とともに

学校を創る確かな担い手として、期待され求められる

役割を果たします。そのために人財育成・キャリア形

成の「見える化」を進めます。

○自らが描く、目指す姿に向けたキャリア形成における、継

続的な能力の開発

▶強い使命感と学ぶ姿勢を基調とした、積極的な実践、

研究活動の推進及び主体的な研修への参加

○学校組織、学校事務組織における、互いに学び、成長し合

うよりよい環境づくりの推進

▶個々の能力や技能、資格等の把握・共有及び OJT（職

場内研修）等を生かした力の育成

▶リーダーを中心とした機能的な組織の編成による、個々

の力を最大限に生かした効率的、効果的な学校経営の

推進、活性化

○関係機関と連携した研修の充実

▶総括事務主幹や関係組織との連携による、全体を見通

した研修体系の確立、プログラム化に向けた取組の推進

３つの戦略は独立したものでは

なくそれぞれに関連し、相互に

高め合うものです。取組の切り

口として重点取組事項を設定し

ました。それぞれの実情に合わ

せてできるところから取り組ん

でいただき、それぞれのプラス

１の設定へと進んでください。

・学校評価の集計や分析を行ったり、各校

の課題を共有したりすることで、解決に

向けた提案を行います。

・共有するシステムの導入や、校務分掌の

見直し等を提案し、学校の組織力を高め

ます。

・広報や渉外の機能を強化することで、連

携を促進する役割を担います。

・９年間の学び（子どもの成長）を視野に

置き、学校間や地域との連携を図りなが

ら特色ある教育活動を推進します。

・連携を生かして、いきいきとした学びが

実現できる教育環境を整備します。

・校区カレンダーを活用するなど、学校間

や地域住民・保護者への情報発信を行い

ます。

重点取組事項
の設定

地域教育課程学校財務

プラス１キーワードへの取組

　　 ＜プラス１キーワード＞

●27・28 年度：「防災・危機管理」

●29・30 年度：「施設・設備管理」

地
域
全
体
の
学
校
力
向
上
に
向
け
た

つ
の
戦
略

３

地域学校経営 共同実施（地域学校事務室）

Ａ学校　グランドデザイン
　　　　　　　⇒事務部経営計画

事務長として校長を補佐

学校内外の連絡調整・指導

Ｂ学校　グランドデザイン
　　　　　　　⇒事務部経営計画

事務部主任を担当

学校事務全般への提言・支援

Ｃ学校　グランドデザイン
　　　　　　　⇒事務部経営計画

分掌を担当
協働と評価で改善を提案

事務長 ＝ グループ長【事務主幹・主査】

連絡調整指導 連絡調整指導

事務主任
【主査・主任】

支援 連絡調整支援 連絡調整

事務職員
【主査・主任・主事】

私たちは、よりよい教育を推進する「チーム学校」の実現に向けて、3つの戦略に取り組みます私たちは、よりよい教育を推進する「チーム学校」の実現に向けて、3つの戦略に取り組みます 「地域とともに創る学校」の学校事務組織（イメージ）「地域とともに創る学校」の学校事務組織（イメージ）

地域・学校間連携の促進

人財育成・キャリア形成

経営力強化

◎学校経営への関わり

◎教育支援

地域 ＝ 中学校区を単位地域 ＝ 中学校区を単位

地域組織

・民生児童委員

・自治会、公民館

・PTA、子ども会

・老人クラブ、NPO

・防犯協議会

・校区福祉委員会等 参
画

連携
協働

参画
評価

学校運営協議会等

地域の課題と改善を検討する組織

地域学校グランドデザイン

ビジョンの共有

地域教育課程

育てたい子どもの姿や
地域と学校がともに行う活動

評価

改善を検討

参
画

教育行政

県教育委員会
市町村教育委員会等

施策
助言

連携
具申

総括事務主幹

共同実施推進協議会
グループ連絡会議

グループ運営委員会

共同実施経営計画
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　研究基本要領は、研究主題に沿ってこれからどのような活動をしていくのか、具体的な

方策等を示した「活動宣言」です。新事研では、これまでの取組と成果を検証し、新たな

可能性を求めて取り組むネクストステージ「研究基本要領２０１５」へ歩み出します。

　「地域・学校間連携の促進」「人財育成・キャリア形成」「経営力強化」を３つの戦略として、

時代の変化と要請を真摯に受け止め、未来に向けて、よりよい教育の推進のために私たち

のできることをまとめました。

　新潟県学校事務研究協議会（以下、新事研）は、地域とともに、一緒に考え、語り合い、

創造し、子どもも大人（地域・家庭・教職員等）もいきいきと活躍する楽しい学校づくり

を目指していきます。

研究基本要領2015
研究主題

子どもも大人もいきいきと活躍する
楽しい学校づくりを目指します

新潟県学校事務研究協議会

気づきから始まる日常業務の改善そのものが「研究」です。

日常の中において、このようなPDCAサイクルを心がけることでマネジメント力が高まっていきます。

マネジメント
レシピ

「何のために
するのか」
を忘れない

ビジョンや
目標を
共有する

心や行動の
やりとりで
お互いの

信頼を高める

協働や
振り返りの

プロセス（過程）
を意識する

人・もの・お金
情報・時間など
マネジメントの
要素をつかむ

あなたが考えた「マネジメントを進めるために大切なこと」

－地域とともに学校を創造する学校事務の追究－
課題を見つける

実践で
学校が変わる
自分が変わる

実践

気づき

検証・評価

次の取組へ

計画作成

Check
Do

Plan

Action

新事研や共同実施
で、あるべき姿・
目標・先進者の実
践に出会う

振り返る
評価してもらう
まとめて他の人に
伝える

実行する
調整する

資料を整える
相談する
起案する

現場を観察する
まわりの人から意見
を聞く

私たちは学校力を高めるための研究実践を進めていきます私たちは学校力を高めるための研究実践を進めていきます

マネジメントを展開できる経営能力を身につけるためにマネジメントを展開できる経営能力を身につけるために
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研修計画2015

１ 学校事務職員の研修体系の全体像

２ キャリア形成イメージ表（長期研修計画）

３ 中期研修計画

新潟県学校事務研究協議会

平成１０年中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」の中で、学校

の事務・業務の効率化が提言されました。この答申を契機に、複雑化・多様化している課

題に対応するため、学校の組織運営の在り方等について検討が進められてきました。

平成２７年中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地

域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」「チームとしての学校の在り方と今

後の改善方策について」の中では、学校と地域の連携・協働の重要性が示され、学校のマ

ネジメント機能の強化のため、学校事務職員の職務の在り方等が見直されました。今後は

校長を学校経営面から補佐する学校運営チームの一員として役割を果たすことが期待され

ています。また、より権限と責任を持って事務を処理することが求められています。

新潟県では、平成２５年「市町村立小・中・特別支援学校事務職員の標準的職務につい

て」が通知されました。学校事務職員には、各校の自主性・自律性を高めることや地域と

の連携を推進すること、学校組織マネジメントを展開する高度な経営能力が求められ、平

成２６年に研修実施要綱と研修全体計画も示されました。
新潟県学校事務研究協議会（以下、新事研）では、学校事務職員が学校経営を担う重要

な職員として専門性を発揮し、チーム学校のマネジメントを推進するため、研究基本要領
２０１５において３つの戦略「地域・学校間連携の促進」「人財育成・キャリア形成」
「経営力強化」を提案しました。そして、戦略の１つである「人財育成・キャリア形成」
の一助となれるように、これからの学校事務職員が必要な知識や技術を示した研修計画を
作成しました。県の研修全体計画とあわせてこの研修計画を活用し、会員それぞれが資
質・能力の向上に役立て、「チーム学校」の実現のために前進していけることを願ってい
ます。
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県教委
の研修

新採用研修
主事キャリア

（５年目）研修
新任主任研修
新任主査研修

新任事務主幹
研修

市町村教委・
共同実施
の研修

教育事務所
の研修

新事研・支部
の研修

会員個人
の取組

学校事務職員
の職位

団
体
・
組
織
・
個
人
が
行
う
研
修
の
役
割

総括事務主幹の研修計画をもとに、各市町村教育委員会と連携し、共同実施で研
修を実施する。

学校事務職員の期待される姿を新事研と共有し、
　「地域との連携を強化する」
　「学校組織マネジメントを展開する高度な経営能力を身につける」
　「学校の自主・自律性を高める」
ため、共同実施の活動を基盤に、学校事務職員の能力の育成を目指す。

総括事務主幹は教育事務所と連携し、研修を実施する。
新事研地区別研修会で服務管理・総務事務に関する事柄の定着と、重点的な教育
施策等の理解を図る。

会員の日々の実践・共同実施・市町村での現状及び課題と新事研重点取組事項か
らテーマを設定し、研究・研修活動に取り組む。

学校において、様々な人と協働しながら気づき、考え、改善に取り組む「実践研
究」を行い、資質・能力の向上を図る。

目指す学校事務職員像

「地域とともに主体的に学校づくりを進める学校事務職員」

Step4Step3Step1 Step2

◆新事研で実施する研修

◆全事研で実施する研修

◆県教委・市町村教委で実施する研修

◆共同実施で実施する研修

◆校内で実施する研修

◆その他の団体で実施する研修 など

◆個人の取組
・強い使命感を持って、自主的に実践
・自らのキャリア形成を描く

◆組織の取組
（市町村教委・共同実施・新事研で）

・能力を発揮できる体制づくり
・人財育成体制の充実
・情報の共有 など

相互の
充実・発展

学校事務職員の研修体系の全体像

「研修」と「日々の取組」の双方を積み重ね、目指す学校事務職員像に近づきます

新採用・主事
（１～３年目）

４年目以上主事 主任・主査 事務主幹
総括事務主幹
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○エリア内の地域学校事務室を総括する
　地域学校経営の中で地域学校事務室が効果的に機能するよ
　う支援を行い、必要に応じて指導助言を行う

○行政・地域の関係機関と地域学校事務室をつなぐ
　市町村の共同実施組織の中心として、地域課題の解決、地
　域学校事務室機能の充実、事務処理体制の整備等を推進し
　ていく

○県教委・市町村教委と連携する
　研修計画や学校事務職員制度の整備、研修の企画等を通じ
　て、総合的・戦略的に人財育成体制の充実を図る

具
体
的
な
役
割
（
例
）

学
校
に
お
い
て

○学校事務や教育活動全体を通して、学校事務職員が果たす
　役割を理解する
   一年間の動きを経験しながら、職員・児童生徒・保護者・
　地域の方と関わる
　地域の施設・地形・産業等を知る

○協調性を大切にし、信頼され友好的な関係づくりを進める
   職員・児童生徒・保護者・地域の方に対して、誠実に対応
　する
　
○担当分掌に責任を持つ
　地域学校事務室のサポートを受けながら、正確かつ迅速に
　標準的職務を遂行する

○主体的な研修参加・自己研鑽を通じて、自ら学び続ける姿
　勢を身に付ける

○法令等の基礎的知識、正確な事務処理やＰＣ操作、情報モ
　ラルとセキュリティ等の基礎的能力を身につける
　学校の課題解決に必要な情報を収集する

○地域学校事務室と連携する
　地域全体の経営資源を教育活動とのつながりを意識しなが
　ら把握する

○学校全体を見渡して、他職員と関わりながら、学校事務職
　員が果たす役割を考え行動する
　企画委員会等に積極的に出席するなど、地域学校経営のビ
　ジョンや校長の経営ビジョンをはじめ各種主任等のビジョ
　ンや想いを共有する
　ビジョンの実現に必要な情報を収集・整理・分析する

○地域学校事務室と教育活動をつなぎ、特色ある教育活動を
　実現する
　地域学校事務室と連携し、地域全体の経営資源を把握・整
　理する
　
○分掌主任として、分掌内や他分掌等のつながりを意識する
　他の分掌と連携しながら、標準的職務を遂行する

○様々な関係者と積極的に関わる
　地域学校事務室のサポートを受けながら学校経営や標準的
　職務に積極的に挑戦し、経験を広げる

○校長の経営ビジョンに基づき、様々な考えや想いを共有し
　た事務部経営計画を作成する

○教頭とともに校長を支え学校経営に責任をもつ

○地域学校経営のビジョンを基に、学校グランドデザイン作
　成に参画する
　学校教育目標の達成のために、主体的に考え、積極的に提
　言していく

○職員一人一人が主体的に学校経営を考え、いきいきと協働
　していく組織づくりを進める
　マネジメント力・ファシリテーション力を発揮する

○地域学校経営と学校経営の連携を推進する
　戦略的・主体的に学校経営ビジョンを考え、企画委員会等
　で積極的に提言していく

○学校経営を支える情報管理機能を協働で担う
　学校評価に主体的に関わるなど、課題や要望などの情報を
　収集・整理・分析し、解決に向けた提案を行う

○地域学校事務室と連携する
　地域全体の経営資源を確保し、特色ある教育活動を実現す
　る

○事務部の主任として学校事務全体を把握し、必要に応じて
　指導助言を行う

○事務部経営計画を基に事務部をチームとして機能させ、指
　導部門と連携しながら課題解決に取り組む

期
待
さ
れ
、

求
め
ら
れ
る
姿

　

地
域
学
校
経
営
・
地
域
学
校
事
務
室
（
共
同
実
施
組
織
）

○地域学校経営やその中で地域学校事務室が果たす役割を理
　解する
　組織の目的達成に向けて自分にできることを主体的に考え
　る

○自らの業務に対して責任を持つ
　サポートを受けながら、確実に業務を遂行していく

○友好的な組織づくりを推進する
   グループ内のコミュニケーション促進を意識する

○目指す学校事務職員像を探求するために、積極的に先輩学
　校事務職員の話を聞く
　グループ内でキャリア形成イメージを考えるきっかけづく
　りを進める

○地域学校事務室の推進メンバーとして、地域学校経営のビ
　ジョンを理解する
　地域学校事務室の目的達成に向けて、担当業務等で自分に
　できることを主体的に考える
　他の業務と連携し協働しながら行動する

○積極的に様々な業務を調整するなど、組織の活性化を推進
　する
　他者の考えを受け入れ、自ら積極的に発言するなど意見の
　出しやすい雰囲気をつくる

○本務校の課題等を地域学校事務室内で共有させ、活動の充
　実につなげる

○主体的かつともに学ぶ風土づくりを進め、地域学校事務室
　の人財育成機能を充実させる
　積極的な研修参加、実践、情報収集を通じて、得たものを
　積極的に発信する

○積極的に後輩学校事務職員をサポートする

○グループ長を補佐する
　地域学校経営や地域学校事務室の経営に主体的に参画し、
　地域の課題や要望を集約し戦略的にビジョンを考え提言し
　ていく
　また、ファシリテーション力を発揮し想いの共有を推進す
　るなど、組織の活性化を進める
　（事務主幹不在の地域では、グループ長の役割を担い地域
　学校事務室を機能させていく）

○グループ内学校の支援・調整を積極的に担う

○地域教育課程や各学校の特色ある教育活動を実現する
　地域全体の経営資源をマネジメントする

○能力を積極的に発揮し、グループ内でのＯＪＴ機能の充実
　を図る
　若手学校事務職員の目標となるなど、グループ長とともに
　地域学校事務室の人財育成機能を充実させる

○地域の学校事務を総括する
　リーダーシップを発揮しながら地域学校経営や地域教育課
　程を実現・充実させる

○行政・地域内学校・地域等の関係者の想いを共有し、協働
　体制を構築する
　地域学校グランドデザインに策定から関わる
　事務局的機能を担い、関係機関と協働して地域教育学校経
　営のマネジメントを推進する

○地域学校経営のビジョンを基に、校長・学校事務職員・行
　政等の関係者一人一人の想いを共有した経営計画を作成す
　る
　それぞれが主体的に考え能力を発揮する体制づくりを進め
　る

○学校や地域学校事務室において、校長と連携しながら、人
　財育成の充実を図る

　
　

「地域とともに主体的に学校づくりを進める学校事務職員」の果たす役割を例示したものです。個々のキャリア形成イメージを描く際の資料にしてください。

地域学校事務室（共同実施組織）が、様々な人との関わりや協働で

学校づくりを進めていくための基点として存在し、学校や地域の力を
最大限発揮できるように活動していくこと

Step1
基礎力のある学校事務職員

新採用・主事 Step4 事務主幹・総括事務主幹

統括力のある学校事務職員

Step3 主任・主査

企画力のある学校事務職員

地域とともに学校を創造する役割を主体的に担う機能

となり、学校職員、学校と地域、行政などの関係機関を

つなぎ、連絡・調整を図りながら協働体制を構築し特色
ある教育活動の展開に向けて学校経営を推進する原動力

Step2
調整力のある学校事務職員

４年目以上主事

地域の人とともに、学校や地域の
教育課題や目標を共有し、支援しあ
い、子どもたちを育てていく場

<期待される力>
○コミュニケーション能力
○目指す学校事務職員像の探求
○教育への理解力
○信頼される力

●使命感をもつ
●基礎基本を身につける

<期待される力>
○業務の横のつながりを意識し判断する力

○一歩踏み出す行動力

●様々な人との関係をつくる
●様々な仕事に挑戦する

<期待される力>
○戦略的プランニング力
○変化を捉えて対応する力
○責任ある仕事へ挑戦する意欲・

課題発見力・問題解決力

●学校教育ビジョンの実現に取り組む
●学校内外の連携・協働を促進する

〈期待される力〉

○広域な教育機関や各団体との連携・調整力

○政策形成力・提言力

○人財育成力・組織を活性化する力

●地域の教育課題へ取り組む
●視野・大局的見地をもつ

「目指す学校事務職員像」
地域とともに主体的に
学校づくりを進める

学校事務職員

「地域とともに創る学校」の姿 「地域とともに創る学校の学校事務」とは 「地域学校事務室（共同実施組織）のマネジメント」

キャリア形成イメージ表
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平
　
成
　
　
 
 
～
 
 
　
　
年
　
度

必
　
要
　
と
　
考
　
え
　
る
　
研
　
修
　
項
　
目

期
待
さ
れ
、

求
め
ら
れ
る
姿

●地域の教育課題へ取り組む

●視野・大局的見地をもつ
〈期待される力〉
〇広域な教育機関や各団体との連携・

調整力
○政策形成力・提言力
○人財育成力・組織を活性化する力

●使命感をもつ
●基礎基本を身につける
〈期待される力〉
○コミュニケーション能力
○目指す学校事務職員像の探求
○教育への理解力
○信頼される力

●様々な人との関係をつくる
●様々な仕事に挑戦する
〈期待される力〉
〇業務の横のつながりを意識し判断す

る力
○一歩踏み出す行動力

●学校教育ビジョンの実現に取り組む
●学校内外の連携・協働を促進する
〈期待される力〉
○戦略的プランニング力
○変化を捉えて対応する力
○責任ある仕事へ挑戦する意欲・課題

発見力・問題解決力

学校事務職員像の模索
目指す学校事務職員像を自ら描き、
自ら学び続ける姿勢を身につける。

２７

３２

≪３つの戦略≫
○地域・学校間連携の促進

○人財育成・キャリア形成

○経営力強化

【重点取組事項】
○学校財務

○地域教育課程

［プラス１キーワード］
○防災・危機管理（Ｈ２７・Ｈ２８）

○施設・設備管理（Ｈ２９・Ｈ３０）

○情報 （Ｈ３１・Ｈ３２）

研究基本要領２０１５

ロジカルシンキング （論理的思考）
複雑なものを誰が見てもわかりやすくし、構造化することで
相手の納得感につなげ、協調するための思考法を養う。

コーチング（人財開発）
共同実施等の組織内で人財を育成して
いくための手法を学ぶ。

タイムマネジメント
時間の有効活用や時間を大幅に費やす原因の予防・対処
方法について理解し業務の効率化を図る。

クレーム対応
クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解することで、保護者・地域とのより良い関係性を築いていく手法を学ぶ。

カリキュラムマネジメント
学校の教育目標を達成するための継続的かつ発展的な
課題解決手法を学ぶ。

教育課程と学校財務
教育課程と学校財務のつながりを意識し、
学校全体を見渡す視点を学ぶ。

コミュニケーション

社会の価値観や常識が多様化し、異
なる価値観や考えを持つ他者と業務
を進めていくため、今まで以上にコ
ミュニケーションスキルの必要性が
増しているという意識付けを行う。

予算委員会(財務委員会)の運営
予算委員会（財務委員会）の運営方法等を
学び、運営を通じて教育課程の編成に関わ
る力を身につける。

施設設備と学校財務
施設設備と学校財務のつながりを意識し、
施設設備の管理のポイントを学ぶ。

Step1
基礎力のある学校事務職員

新採用・主事 Step2
調整力のある学校事務職員

４年目以上主事 Step3 主任・主査

企画力のある学校事務職員

Step4 事務主幹・総括事務主幹

統括力のある学校事務職員

研究基本要領２０１５の戦略と
取組に基づいて今後５年間の段階
な研修を示しました。

研究大会等で研修を実施しま
す。

右記以外にもその時々で必要と
される研修を計画していきます。

期待され、求められる姿に向け
て、「常に学び続ける姿勢」を大
切に、経験年数等に応じ、様々な
力を積み上げていきましょう。

中期研修計画

ネゴシエーション（交渉力）

地域や他市町村等、広い範囲で様々な価値観を持つ組織との
連携において、データに基づく提案等で信頼感・納得感を高
め、共に課題を解決する建設的な協働へつなげる手法を学ぶ。

チームビルディング
学校や共同実施組織を運営するため、効果的な組織づくりや
チームをまとめる手法を学ぶ。

情報セキュリティ・モラル
情報セキュリティについて学び、個々のモ

ラルの向上と危機管理意識を身につける。

地域教育課程
地域の特色や運営課題を見極め、学校内外との連携・協働
の手法を学び、地域とともに学校を創造する。

情報マネジメント
情報を扱う能力（認識力・分析力・評価能力・判断力など）を身につけ、業務の効率化と組織としての生産性の向上を図る。

ラテラルシンキング
複雑化する学校課題の解決策を見出すために、既存の枠に

とらわれない多様なアイディアの出し方を身につける。

各研修主催団体が行う研修や

日々の取組と合わせて学校力

の向上を追究しましょう。
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新潟県学校事務研究協議会会則 
 

第１章    総        則 

（名    称） 

第 １ 条  本会は新潟県学校事務研究協議会と称する。 

（本    部） 

第 ２ 条  本会の本部は会長の勤務する学校に置く。 

     事務局は総務部長の勤務する学校に置く。 

（目    的） 

第 ３ 条  本会は会員相互の連絡提携を密にし、学校事務の研究、会員の資質向上を図り、学校教育及び教育行政の充実発展に

寄与することを目的とする。                           

（事    業） 

第 ４ 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

          一、学校事務の研究、調査に関すること。 

          二、会員の研修に関すること。 

          三、会員の地位向上に関すること。 

     四、本会と目的を共有する他団体との連絡提携に関すること。   

          五、その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章    組        織 

（会  員） 

第 ５ 条  本会は新潟県公立小学校・中学校・特別支援学校及び中等教育学校の事務職員をもって構成する。ただし、当面の間、

新潟市立小学校・中学校・特別支援学校・中等教育学校及び高等学校の事務職員で本会の趣旨に賛同する者も含める。 

     ２、会員以外で本会の趣旨に賛同する者は賛助会員とする。 

（支  部） 

第 ６ 条  本会に支部を置く。 

          支部は次のとおりとする。 

（１）上越（上越市）           (11)南魚（南魚沼市、湯沢町） 

           (２) 妙高（妙高市）           (12)十日町・津南（十日町市、津南町） 

           (３) 糸魚川（糸魚川市）         (13)燕・弥彦（燕市、弥彦村） 

           (４) 長岡・三島（長岡市、出雲崎町）   (14)佐渡（佐渡市） 

           (５) 三条・田上（三条市、田上町）    (15)五泉・阿賀（五泉市、阿賀町） 

           (６) 加茂（加茂市）           (16)村上・岩船（村上市、関川村、粟島浦村） 

           (７) 見附（見附市）           (17)新発田・聖籠（新発田市、聖籠町） 

           (８) 柏崎・刈羽（柏崎市、刈羽村）       (18)阿賀野（阿賀野市） 

           (９) 小千谷（小千谷市）         (19)胎内（胎内市） 

           (10) 魚沼（魚沼市）            

 

第３章    機        関 

（機関の設置） 

第 ７ 条 本会は次の機関を置く。 

     一、総会 

     二、理事会 

     三、運営部 

     四、支部長会 

     五、役員選考委員会 

     六、特設委員会 

（総    会） 

第 ８ 条  総会は本会の最高議決機関で、代議員、役員及び会計監事をもって構成する。 

        ２、代議員は支部ごとに、支部長及び各共同実施グループから１名選出する。また支部長の決裁により共同実施グルー

プの枠にとらわれず選出することができる。 

        ３、総会の成立は代議員の過半数の出席とし、決議は出席者の過半数とする。 

        ４、総会は毎年１回開催する。ただし会長が必要と認めた時及び理事会の要請があった場合､または代議員の３分の２

以上の要求がある時は臨時に開催することができる。 

        ５、総会の議決事項は次のとおりとする。 

          一、会則の改正 

          二、事業計画の審議・事業報告の承認 

          三、予算の審議・決算の承認 

          四、会長、副会長の承認 

          五、理事及び会計監事の承認 

          六、その他重要な事項 
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（理 事 会） 

第 ９ 条  本会の会務を執行するため理事会を置く。 

        ２、理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。理事は、運営部長及び運営副部長とする。また必要により理事

会に助言者等を招致することができる。 

（運 営 部） 

第１０条  前条に掲げる理事会に次の運営部を置く。  

          一、総務部   

          二、研究部 

          三、研修部   

        ２、前項の部に部長及び副部長を置く。 

    ３、総務部・研究部・研修部は細則で定めた事項を行う。 

        ４、運営部には必要により助言者等を招致することができる。 

（支部長会） 

第１１条  本会に支部長会を置く。 

        ２、支部長会は支部長をもって構成する。また必要により支部長会に助言者等を招致することができる。 

（役員選考委員会） 

第１２条  本会に役員選考委員会を置く。        

        ２、役員選考委員会の構成員は「細則第４項 役員選考について」に定める。 

        ３、役員選考委員会は会長・副会長の候補者を総会へ推薦する。役員の選出方法については「細則第４項 役員選考に

ついて」に定める。 

        ４、役員選考委員は役員を兼ねることができない。 

（特設委員会） 

第１３条  本会に運営上必要がある時は特設委員会を設置することができる｡ 

        ２、特設委員会は会長の諮問を受ける。 

        ３、特設委員会は公募推薦により理事会で選出された委員をもって構成する。また必要により委員会に助言者等を招致

することができる。 

        ４、特設委員会に委員長を置く。委員長は当該委員会委員の互選とする。 

 

第４章    役        員 

（役員の種類及び選出方法） 

第１４条  本会に次の役員を置く。 

          一、会長       

          二、副会長     

          三、理事       

          四、運営部員   

        ２、役員の選出は次の方法による。 

          一、会長及び副会長は役員選考委員会が推薦し、総会において承認を受ける。 

          二、理事は会長が推薦し、総会で承認を受ける。 

      三、総務部・研究部・研修部の部員は公募による候補者の中から理事会が選出し会長が委嘱する。 

        ３、役員は代議員、役員選考委員及び会計監事を兼ねることができない。 

（会計監事） 

第１５条  本会に会計監事２名を置く。 

        ２、会計監事は会長が推薦し、総会において承認を受ける。 

        ３、会計監事は役員及び代議員を兼ねることができない。 

（顧    問） 

第１６条  本会に顧問を置くことができる。 

        ２、顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。 

（任    務） 

第１７条  役員、会計監事及び顧問の任務は次のとおりとする。 

          一、会長は本会を代表し、会務を総括する。 

          二、副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はこれを代理する。 

          三、運営部長は各運営部の業務を統括する｡また運営副部長は部長を補佐し部長の事故ある時はこれを代理する。 

          四、運営部員は各部の業務を処理する。 

          五、会計監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。 

          六、顧問は会長の諮問に応じる。 

（任    期） 

第１８条  役員及び会計監事の任期は２年とし再選は妨げない。欠員等により補充された役員及び会計監事の任期は前任者の残

りの期間とする。 

 

第５章    研 究 大 会 

（大    会）       

第１９条  本会の目的達成のため、研究大会を年１回開催する。 

        ２、研究大会の企画・運営は運営部全体でこれにあたる。 
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第６章    会        計 

（会    費） 

第２０条  本会の経費は負担金及びその他の収入をもってあてる。 

（年    度）              

第２１条  本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第７章    附        則 

（細    則） 

第２２条  本会の会務執行に必要な細則は別に定める。 

（会則改正） 

第２３条  本会の会則改正は総会出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

（会則施行）     

第２４条  本会の会則は昭和４８年７月１３日から施行する。 

            昭和５１年  ６月  ２日改正    平成１６年 ５月１０日改正     平成３０年 ５月１１日改正 

            昭和５４年  ６月  ８日改正    平成１７年 ５月１７日改正 

            昭和６０年  ７月  ５日改正    平成１８年 ５月１７日改正 

            平成  元年  ５月１６日改正    平成２０年 ５月 ９日改正 

            平成  ３年  ５月１６日改正    平成２１年 ５月１５日改正 

            平成  ７年  ５月１６日改正    平成２２年 ４月 １日改正 

            平成１１年１２月  ８日改正    平成２５年 ５月１６日改正 

            平成１３年 ５月  ８日改正    平成２６年 ５月１５日改正 

      平成１５年 ５月１４日改正    平成２９年 ５月１２日改正 

 

細        則 

 

第１項  運営部の活動は、当該年度の活動計画によることとする｡ 

        一、総務部 

        二、研究部         

        三、研修部 

第２項  全国公立小中学校事務職員研究会（以下、全事研）について 

・ 新潟県学校事務研究協議会（以下、新事研）は全事研の新潟県支部として活動する。 

・ 全事研の新潟県支部長は、新事研会長がこの任にあたる。 

・ 全事研の代議員は、支部長が支部番号順により１年交代でこの任にあたる。 

・ 全事研の新潟県支部長及び評議員は全事研の総会・評議員会に出席し、決議機関員として活動する。また、全事研

の地区委員会及び新事研との連絡調整にあたる。 

・ 全事研の代議員は全事研の総会で決議機関員として活動する。 

第３項 北越地区公立小中学校事務職員研究会について 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の新潟県支部長は、新事研会長がこの任にあたる。 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の評議委員は、新事研副会長がこの任にあたる。 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の新潟支部長及び評議委員は、北越地区公立小中学校事務職員研究会の評議

委員会・連絡会に出席し、決議機関員として活動する。また、新事研との連絡調整にあたる。 

第４項 役員選考について 

・ この細則は、新潟県学校事務研究協議会会則（以下「会則」という。）第１２条第３項に基づき、会長・副会長候

補者の選考について定めることを目的とする。 

・ 会長・副会長候補者の選考に関する業務を行うために、役員選考委員会を設ける。 

・ 役員選考委員会は支部長（上越地区１名・中越地区２名・下越地区１名）、総括事務主幹・事務主幹（各地区１名）

をもって構成する。オブザーバーとして前会長、前副会長１名が参加する。 

・ 役員選考委員会には、委員長１名、副委員長１名を置き、委員の互選により選出する。 

・ 委員長は、役員選考委員会を代表し、会務を総括する。 

・ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その任務を代行する。 

・ 役員選考委員会は、会長若しくは、役員選考委員長が招集する。 

・ 会則第１２条第３項に定める会長・副会長候補者を選出する。 

・ 選考経過および結果を、総務部へ報告する。 

・ 委員長は選考結果を、選考した各候補者へ連絡し当該所属長の承認を得る。 

・ 委員長は総会において選考内容を報告し推薦する。 

・ 役員選考委員の任期は、1年とする。 

・ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

・ 「細則第４項役員選考について」は、平成２２年４月１日から実施する。 

平成３０年 ５月１１日改正 
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新潟県学校事務研究協議会 表彰規程 
 

 １ 資格者の範囲 

    退職時、本会会員もしくは賛助会員であった者のうち、次の者を対象とする。 

       本会の役員として活動に貢献し、特に功績のあった者 

           会長経験    ３年以上 

           副会長経験    ３年以上 

           理事経験    ５年以上          （※年数の端数は切り上げる） 

      （平成１１年度以前の専門部長・専門部副部長・事務局長経験を含む) 

          ただし、各年数に満たない者でも合算して５年以上経験のある者は対象とする。 

 ２ 内申期間 

        退職後３か月以内とする。 

 ３ 作成書類 

        功績調書 １部 

 ４ 表彰の手順 

    （１）功績調書の作成    本会の総務部が作成する。 

    （２）表彰者の推薦      本会の総務部長が推薦を行う。 

    （３）表彰者の決定      本会の理事会で決定する。 

   （４）表彰の実施    退職した年の総会または研究大会時に行う。 

 ５ 表彰の内容 

    表彰者には表彰状を贈呈する。 

 ６ この規程は総会の承認を得て、平成１４年度末退職者から適用し、平成１５年度から実施する。  

 

平成２２年５月２６日改定 

 

 

 

 

新潟県学校事務研究協議会 弔意規程 
 

  この規程は、新潟県学校事務研究協議会会員及び賛助会員の死亡に対する弔意を表すことを定める。 

 

第１条 

１． この規程は新潟県学校事務研究協議会の会長を代表として行う。 

２． この規程の遂行にあたっては、理事会で協議し、決定する。 

３． この規程に関する経費は、新潟県学校事務研究協議会会計より支出する。 

第２条 

１． 会員が現職で死亡した場合の弔慰金を１万円とし供花を供え、代表が弔問する。 

この規程は、平成１５年度より実施する。 

この規程により難い場合は、理事会において協議し、決定する。 

 

平成２２年５月２６日改定 

 

 

 

 

賛 助 会 員 規 程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、新潟県学校事務研究協議会が会則第５条の規定により設置する賛助会員制度の運営等につい  

て必要な事項を定め、もって外部関係者の本会に対する協力・理解を高めることにより、本会の事業活動の  

推進に資することを目的とする。 

（資格） 

第２条 賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者とす 

る。 

（賛助会員に対する事業） 

第３条 本会は、第１条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。  

(1) 本会が作成または発行する資料の提供 

(2) 本会又は会員との情報交換のための懇談会等の開催 

(3) その他第１条の目的を達成するために必要な事業 
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（加入） 

第４条 賛助会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入するものとする。  

２ 前項の諾否は、理事会において決定する。 

 ３ 会費を納めることにより、当該年度の賛助会員として加入したものとする。  

（会費） 

第５条 会費の額は、２，０００円とする。 

（除名） 

第６条 本会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。  

(1) 本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員 

(2) 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした賛助会員 

(3) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員 

（その他） 

第７条 賛助会員について本規程に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。  

 

附則 

この規程は、平成２２年５月２６日より施行する。 

 

 

 

 

 

〔 全国公立小中学校事務職員研究会規約 資料 〕 

 

１ 総 則 

 (１)名 称：全国公立小中学校事務職員研究会と称する。 

 (２)本 部：会長の勤務する学校に置く。 

 (３)目 的：会員相互の連携をもとに、学校事務の研究・事務職員制度の確立を推進し、会員の資質向上を図り、 

もって学校教育及び教育行政の推進に寄与することを目的とする。 

 (４)事 業：目的を達成するために次の事業を行う。 

          ①学校事務及び事務職員制度に関する研究 

       ②会員の資質向上に関する事項 

       ③研究大会及び各種研究・研修事業 

       ④本会と目的を同じくする他団体との連絡提携に関する事項 

       ⑤その他本会の目的達成のために必要な事業 

２ 組 織 

 (１)会 員：全国公立小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、および特別支援学校の事務職

員並びに学校事務にかかわる職員をもって構成する。 

 (２)賛助会員：会員以外で本会の趣旨に賛同するものは賛助会員とする。  

(３)支部及び地区：支部及び地区を置く。 

              ①支部は原則として都道府県単位とする。 

       ②地区は、北海道・東北・関東・東海・北越・近畿・中国・四国・九州とする。        

③地区に地区研究会を置くことができる。 

３ 機 関 

(１)総 会：毎年１回開催される最高議決機関で、会員５０名以上１００名まで１名、１０１名以上２００名まで

で２名、以後１５０名につき１名の割合で選出された代議員の過半数の出席で成立する。 

(２)評議員会：総会に次ぐ議決機関で、評議員及び役員・監査をもって構成する。評議員は、支部長他１名をもっ

て構成される。毎年開催され、次の事項を審議する。 

          ①報告事項の承認          ②細則の議決 

          ③総会において付託された事項 ④その他必要な事項 

４ 役員・監査：任期１ヵ年、再任をさまたげない。 

・会  長    １ 名             総会において選出する。 

・副 会 長          若干名 

・常任理事  ４ 名             会長が指名し、総会の承認を得る。 

・理  事                   支部からの推薦により会長が指名する。 

・監  査    ２ 名             総会において選出する。 

・支 部 長                   支部において選出する。 
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５ 会 議 

   （全項略） 

６ 会 計：会費は会員および賛助会員１名につき１，０００円とする。ただし、必要の生じた場合には、総会の承  

認を得て臨時に徴収することができる。 

      会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

 

 

 

 

〔 北越地区公立小中学校事務職員研究会規約 資料 〕 

（名称） 

第１条 本会は北越地区公立小中学校事務職員研究会と称し、事務所を会長の勤務する学校に置く。 

（目的） 

第２条 本会は全事研規約第６条第３項による地区研究会であり、北越地区各支部の連携を図り学校事務の研究と会

員の資質及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １ 学校事務に関する研究並びに研修 

   ２ 研究大会を開催する。但し、隔年に開催する。 

   ３ その他本会の目的達成に必要な事項 

（組織） 

第４条 本会は全事研規約第６条第２項の別紙に定める北越地区の各支部（富山・福井・石川・新潟）をもって組織

する。 

   ２ 前項のそれぞれの支部に支部長を置く。 

   ３ 支部長は支部を代表する。 

（機関） 

第５条 本会に次の機関を置く。 

   １ 評議委員会 

   ２ 連絡会 

（評議委員会） 

第６条 評議委員会は各支部より選出された若干名の代表で構成する。 

   ２ 評議委員会は最高決定機関として、年１回以上開催し次の事項を協議する。  

   （１）事業・会計の報告と承認、並びに予算案・事業案の審議  

   （２）会長、副会長、並びに幹事の承認 

   （３）その他会の運営に必要な事項 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

   （１）会長 １名  会務を総括し本会を代表する。 

   （２）副会長 １名  会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。 

   （３）幹事 若干名  会務・会計を執行する。 

（役員選出） 

第８条 本会の役員の選出は、２年毎に富山支部、福井支部、石川支部、新潟支部の順とする。  

（会計） 

第９条 本会の経費は各支部負担金とその他をもってあてる。 

   ２ 本会の会計年度は毎年４月１日から３月３１日までとする。 

（改正） 

第１０条 本会の規約の改正は、評議委員会において行う。 

 

附則 この規約は、平成２０年４月１日から実施する。 

   細部については、別紙申し合わせ事項による。 
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       新潟県学校事務研究協議会 
   http://shinjiken.ngt.ed.jp/ 

 

    事務局（総務部） 阿賀野市立笹岡小学校内 

    〈 〒959-1919 新潟県阿賀野市山崎1443-1 〉 

 

  

「「    新新潟潟県県学学校校事事務務研研究究協協議議会会  ロロゴゴママーークク    」」  

  

「Ｎｉｉｇａｔａ（新潟）」の「ｎ」と「Ｊｉｍｕ（学校事務）」の「ｊ」、さらには全体で新潟県の地形を表現しています。また「ｎ」

は「米どころ新潟」のイメージで、お米が２粒寄り添う形にしました。今後も全県が一丸となって、より豊かな学校事

務を創造していけるように願いを込めました。 

  空と海、水田が広がる新潟県の美しい風景と、力強く飛翔するトキを表し、青色と朱鷺色を配色しています。 
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